
 

 

 

 

 

平 成 16 年 度 第 14 回 定 例 会 

 

 

 

 

八王子市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  平成１６年月１１月１０日（水）午後１時３２分 

場 所  八王子市役所 ６階 ６０２会議室 
 

 

 



 
１

第１４回定例会議事日程 

 

１ 日  時    平成１６年１１月１０日（水）午後１時３２分 

 

２ 場  所    八王子市役所 ６階 ６０２会議室 

 

３ 会議に付すべき事件 

第１ 第５１号議案 八王子市体育館運営協議会委員の委嘱について 

 

４ 報 告 事 項 

    ・学校室内空気検査の結果及び対策について        （学事課） 

    ・フィールドミュージアム鑓水イベント提案について   （文化財課） 

    ・郷土と歴史八王子かるたの販売について        （文化財課） 

 

その他報告 

 

                                      

 

第１４回定例会追加議事日程 

 

１ 日  時    平成１６年１１月１０日（水）午後１時３２分 

 

２ 場  所    八王子市役所 ６階 ６０２会議室 

 

３ 会議に付すべき事件 

第１ 第５２号議案 八王子市立学校教職員の処置の内申について 

 

                                      
 

 八王子市教育委員会 
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【午後１時３２分開会】 

○名取委員長  大変お待たせいたしました。 

 本日の委員の出席は４名でありますので、本日の委員会は有効に成立いたしました。 

 これより平成１６年度第１４回定例会を開会いたします。 

 日程に入ります前に、本日の会議録署名員の指名をいたします。 

 本日の会議録署名員は １番 小田原榮委員 を指名いたします。 

 なお、本日追加日程の提出がありましたが、これにつきましても議題といたしたいと思

いますが、御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○名取委員長  全員異議ないものと認めます。 

 なお、追加日程、第５２号議案については、議案の性質上、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第１３条第６項及び第７項の規定により、非公開といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○名取委員長  異議ないものと認めます。 

 それでは、それ以外の案件について、日程に従いまして進行いたします。 

 ――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○名取委員長  議事日程、第５１号議案 八王子市体育館運営協議会委員の委嘱についてを

議題に供します。 

 本案について、体育館から説明願います。 

○福田生涯学習スポーツ部主幹 それでは、第５１号議案について、担当の廣澤主査から御説

明いたします。 

○廣澤市民体育館主査 八王子市体育館運営協議会委員の改選について御説明申し上げます。 

 現委員は、平成１６年１１月３０日をもって、２年間の任期が満了となるので改選を行

うもので、八王子市体育館運営協議会規則第２条の規定に基づき、平成１６年１２月１日

をもって新委員を委嘱するものであります。 

 社会教育関係団体を代表する者といたしまして、１番の藤川孝予氏は、ＮＰＯ法人八王

子市体育協会から推薦をいただきました。 

 氏は、同協会理事、体操連盟副会長を務めており、八王子市民体育大会体操競技の企画

運営等に参加し、また、市民体育館のジュニア体操教室の指導スタッフとして御協力をい



 
５

ただいている方でございます。 

 ２番の小峰サト子氏は、ＮＰＯ法人八王子市体育協会から推薦をいただきました。 

 市は、八王子市水泳連盟の総務部副部長を務めており、平成１４年１２月から本運営協

議会委員となり、この改選で２期目となります。日ごろは、甲の原体育館の水泳教室担当

指導者として、小学校低学年から高齢者までの幅広い年齢層の方々に泳法指導の御協力を

いただき、また、八王子市民体育大会水泳競技の企画運営等にも参画されるなど、専門分

野での活躍実績もある方でございます。 

 ３番の林泰男氏は、特定非営利活動法人八王子市レクリエーション協会から推薦をいた

だきました。 

 氏は、同協会の理事、八王子トリム体操連盟会長を務めており、平成１２年１２月から

本運営協議会委員となり、この改選で３期目となります。八王子トリム体操連盟加盟団体

は２０数団体が参加しており、この各団体の活動支援等のまとめ役として活動実績のある

方でございます。 

 ４番の本郷澄子氏は、八王子市民体力づくり推進連絡協議会から推薦をいただきました。 

 氏は、同協議会の広報委員を務め、平成１４年１２月から本運営協議会委員となり、こ

の改選で２期目となります。同会の活動紹介や情報交換の広報編集に携わり、また、第４

地区の運営委員長として、他の運営委員や町会関係者との連携により、健康体力づくり活

動に活躍されている方でございます。 

 ５番の山中廣司氏は、八王子市子供会育成団体連絡協議会から推薦をいただきました。 

 氏は、同協議会の副会長を務めており、平成１２年１２月から本運営協議会委員となり、

この改選で３期目となります。平成７年から、第１０地区子供会育成会長を務め、平成１

１年から、市子連副会長を務めています。地域での子供会育成活動の推進により、子供た

ちの健全育成等に寄与し、活躍されている方でございます。 

 次に、学識経験者といたしまして、６番の福詠未氏は、小学生からバスケットボールを

始め、社会人現役選手として、また指導員として活躍されており、経験を生かした専門的

知識を有している方でございます。 

 ７番の市川光明氏は、由井西部地区から体育指導委員として選出され、八王子市体育指

導委員協議会副会長を務めております。地域では由井二小、由井三小を中心に、ユニホッ

ク、ネオテニスの指導や、町会関係者、体力づくり関係者と協力して地域スポーツ活動に

活躍されている方でございます。 
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 公募による市民委員といたしまして、８番の橋本とき子氏は、中学生時代からバレーボ

ールを始め、社会人選手として活躍した経験を生かし、地域でバレーボールクラブの指導

をされている方でございます。 

 ９番の鴨川泰史氏は、健康運等指導士の資格を有しており、スポーツ活動を実践する中

で、専門的な知識を生かした活動をしている方でございます。 

 以上９名は、八王子市体育館運営協議会委員として適任と認められるものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○福田生涯学習スポーツ部主幹 それから、前回の懇談会におきまして、ＮＰＯ法人と特定非

営利法人の名称について御質問をいただきましたが、その調査をした結果について御報告

申し上げます。 

 法人設立認可申請のときに、ＮＰＯ法人とするか、特定非営利活動法人とするかは、当

該団体が自由に選択決定できるということでございます。八王子市体育協会事務局に確認

しましたところ、名称をＮＰＯ法人八王子市体育協会として東京都に申請をし、認証を受

け、法人登記もそれで済んでいるとのことであります。名称をＮＰＯ法人としているとい

うことでございます。 

 また、八王子市レクリエーション協会事務局にも確認をいたしましたが、名称としては、

特定非営利活動法人を使っているとのことでございます。 

 報告は以上でございます。 

○名取委員長  ただいま体育館の説明は終わりました。 

 本案について、御質疑はございますか。 

○齋藤委員  前回の懇談会のときにも申し上げたことなんですが、私はこの協議会に出席し

たことはありませんので、どういう内容がどれだけ活発に話し合われているのかを正直な

ところ存じません。前回ちょっと説明を受けたときには、年に４回、非常に必要性がある

会議として活動なさっているという話をお聞きしましたので、この方たちが適任なのかど

うかというのは、お一人お一人私も知りませんから、事務局の方々が推薦なさったことに

異議はありませんけれども、この協議会というものが、今まで形式だけの協議会は恐らく

たくさんあったと思うんです。むだはなるべく省いていって、本当に有意義なものを行っ

ていかなくてはならないということは、これから真剣に考えていかなきゃならない内容で

あろうと私は思います。 

 ですから、この協議会に私は出席したことはありませんけれども、ぜひ意義のある、こ
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れだけの方が集まって年に４回会議を行うということであれば、八王子市民のためになる

体育館の運営に本当に意義のある会議にしていただきたい。それは、この場をかりてとい

うか、残していくものとして発言をさせていただきたいと思うんです。そこのところは本

当によろしくお願いいたします。 

○小田原委員  今の件について、承っておくだけですか。意義ある会議にするためには、ど

うすることによって齋藤さんが言っているような形にできるのかという抱負とか方策とか

はないんですか。 

○福田生涯学習スポーツ部主幹  体育館の運営に関する基本的事項について協議するという

ことで各委員さんにはお願いをしているところでございまして、現在、スポーツ振興基本

計画を策定をしております。その中で、スポーツ推進審議会というふうなものも立ち上げ

るというふうなことも聞いておりますので、そういうふうなものとの合併等をするような

ことも見据えた中で、今後検討していきたいというふうに思います。 

○小田原委員  僕は、実質的にこういう会議を意義ある形にするためには、団体に投げては

だめだと思うんです。あるいは割り当てを決めちゃってそこから出してもらうという形は、

実質審議を進める上では一つの弊害になっていると思っているんです。だから、推薦する

のであれば、教育委員会としてこういうことを話し合ってもらうためにはこういう人にお

願いしたいという形で委嘱していくべきだと思う。今のお話を伺っていると、半分はそう

ではなかった。人として間違っているということではないです。推薦の仕方として、これ

はまだある。 

○福田生涯学習スポーツ部主幹  推薦の方法なんですが、体育館の運営協議会の規則があり

まして、その中で、社会教育関係団体から推薦する者を５名、学識経験者２名、公募によ

る市民２名という形で推薦の基準が決まっておりまして、それに基づいて推薦をいたしま

した。 

○小田原委員  ですから、それが間違っているとか、そういう形でいいのかということも考

えて、実質的な形、意義のある形にするように、こうするというのを示していかなきゃい

けないでしょう。規則が必ずしも有効でなければ規則を改めるということを考えなきゃい

けないでしょう。 

○福田生涯学習スポーツ部主幹  この点につきましては、今後検討していきたいというふう

に思います。 

○齋藤委員  １つつけ加えさせていただきます。余計なことを私も言ってしまったかもしれ
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ません。私もＰＴＡの出身なもので、連合会の会長なんかをやっていると、いろいろなと

ころから出向という形で会合に呼ばれるんですが、本当に２年間にたくさんの会合に出ま

した。ところが、行ってみると、失礼になってしまうんですけれども、何か本当にむだだ

というか、内容が真剣に問われて、つまり出てきている方のほとんどが何の発言もしない。

一部の方が二、三回発言しているところで終わってしまうという会議が本当にたくさんあ

ったんです。この会議がそうだと言っているわけではないんですが、必要なものと不必要

なものというのは真剣に、今までがそうだったからというので継続してくるというやり方

は変えていっていただきたいというお願いを言える立場だからということで発言させてい

ただいているんです。 

 例年今までずっとこういうふうにやってきたから、とりあえずやっていこうというよう

な考えは持たないでいただきたい。本当に必要な会議であるならば、当然やっていかなき

ゃいけない。でも、整理していかなきゃならないんだったら、年に４回が１回でもいいし

２回でもいいし、場合によれば解散しちゃってもいい。そういう会議も私の出た中では結

構あったものですから、ちょっと余計なことを言わせていただいて、真剣に、この教育委

員会の中でこういう話があったということで、この会議の必要性というものを原点に戻っ

てぜひ考えていただきたいというお願いでございますので、どうぞよろしく検討していた

だきたいと思います。 

○名取委員長  意見の方もたくさん出ているようですけれども、ほかにいかがですか。 

 ちょっと言わせていただきますと、私は、この委員さんの選出地域について過去に質問

をしたことがあるんです。地域が偏ってしまっている。ところが、今回を見させていただ

きますと、八王子市全体に委員さんが散らばっていて、地域性をとてもよく考えてくれた

なという、そういう印象を思いました。ぜひ地域を代表する委員だということも大切に今

後もしていただきたい、このように思います。よろしくお願いします。 

 では、ほかにいいですか。 

 ほかに意見もないようであります。お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております第５１号議案については、規則改正も含めて今後善後策

を考えていただくということで決定したいと思いますけれども、御異議ございませんか。 

○小田原委員  齋藤さんが言った話に加えれば、規則の前に、協議会が必要かどうか、規則

改正を含めて検討していただきたいですね。 

○名取委員長  そうですね。協議会の存続、あるいは規則改正を含めて考えていただくとい
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うことで御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○名取委員長  御異議ないものと認めます。よって、第５１号議案についてはそのように決

定することにいたします。 

 ――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○名取委員長  それでは、報告事項に入ります。 

 学事課から順次報告願います。 

○小泉学事課長  学校室内空気検査の結果及び対策について御報告申し上げます。 

 本件につきましては、市立の小中学校の教室の中におきますホルムアルデヒドの検査結

果と対策に関する報告でございまして、去る９月１５日の教育委員会の定例会の後の懇談

会で、状況を報告させていただいておりますけれども、本日は、その後の検査結果、ある

いはその後の対策等につきまして報告させていただきたいと思います。 

 学校環境衛生基準というのがございまして、その一部改正によりまして、教室内の空気

の検査項目にホルムアルデヒド等が追加されたことに伴いまして、本年度から小中学校を

対象にホルムアルデヒド等の測定作業を開始したところでございますけれども、過日御報

告いたしましたが、学校薬剤師による簡易測定で、約半数の学校でホルムアルデヒドの数

値が基準値の０.０８ｐｐｍというのを上回るという結果が出ました。 

 そこで、本年８月以降、市教委の方から数回にわたりまして、文書で各学校における当

面の対応等をお願いしながら、全校を対象に委託業者によるホルムアルデヒドの本測定、

定期測定と言っていますが、これを実施してきたところでございます。 

 それでは、資料に従いまして、測定結果あるいは今後の対策等について、担当主査の方

から御説明申し上げます。 

○古見学事課主査  それでは、１番の空気環境検査結果、簡易測定につきましては、前回お

話をいたしましたけれども、定期計画の比較の上でまたお話をしていきたいと思います。

１０５校のホルムアルデヒドの基準を上回った学校数が５８校、５５％です。教室数でい

きますと、簡易測定につきましては、１校２教室行いましたので、約２倍の教室、２１２

教室中７５教室で基準値を上回りました。パーセントですと３５％です。 

 簡易測定で順位を決める予定だったんですけれども、この猛暑で基準値をオーバーする

学校が多かったので、４年計画の定期測定を前倒しをいたしまして、ホルムアルデヒドに

ついて全校調査いたしました結果が（２）に書いてございます。校数でいきますと、５１
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校、４９．５％の学校で基準値を超えております。定期検査は１校５教室ですので、５１

５教室中、教室数で見ますと９０教室、１７.５％という結果が出ております。 

 簡易測定は、パソコン室とその他の教室、定期測定につきましては、パソコン室、音楽

室、普通教室、残り２教室については学校の方で選んでもらいました。 

 一番最後に、教室内空気測定定期検査結果（最終のまとめ）というのがございますので、

お開き願います。 

 １番につきましては、今申し上げた数値が書いてございます。学校数と教室数でパーセ

ントを出しております。 

 ２番の基準値を超えた教室の内訳につきましては、小学校でいくと、１番が音楽室、次

にコンピュータ教室というふうになっております。中学校では、心の教室、コンピュータ

室、音楽室という順序でございます。 

 ３の全教室の測定値につきましては、上から３行目のところにあります０.０８ｐｐｍ

を超え０.１０ｐｐｍ以下というのが基準値を超えた教室数です。合計で４０教室、以下

２５、１１、７、７という合わせて９０教室なんですけれども、そちらの数と、１番で申

し上げました教室数、基準値を超えた数が９０というふうに先ほど申し上げましたが、そ

ちらの数と一致いたします。 

 欄外に書いてございますように、今回測定で最大値が０.２４８ｐｐｍという基準の３

倍を超える数値も測定されております。後ほどこちらについては御説明していきたいと思

います。 

 ４番につきましては、温度による内訳ということで、一番最後の合計を見ていただきま

すと、３０度以上が一番上なんですけれども、そちらの教室数が９０のうち４０というこ

とで、４４.４％という数値が出ておりまして、高いほど超過率が高いということが言え

るんではないかと思います。 

 ５番につきましては、小中学校全室何度だったか、超過をしたのは何度だったか、基準

内におさまったものの平均は何度だったかということを示してございます。 

 次に、１枚目にお戻りいただきまして、２番の窓あけ換気による空気環境の改善につき

ましては、教育委員会の職員が定期検査で基準値を超えた学校に通常の状態で簡易測定を

行っております。学校環境衛生基準は５時間以上の密閉ということですので、実際学校現

場ではなかなかそういう状況はないのではないかと思いますので、換気を行ったときにど

のくらいの数値を示すかということを確認しております。いずれも基準値未満になること
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を確認してございますが、今後、換気の重要さを具体的な図等で示していきたいというふ

うに考えております。 

 ３番の今後の対策は、何よりも（１）にありますように、換気の励行が非常に重要です。

以下パソコン室、次のページの心の教室等、具体的にも示してございますが、何よりも事

前の換気とか空気の流れをつくるとか、換気扇を設置いたしましたので、常時運転をして

いただくというようなことを学校にお願いしてございます。 

 次のページの中央（４）番なんですけれども、今後、発生源の特定のために個別調査を

私どもの方で実施していきたいと思っております。 

 （５）なんですが、チェックポイント、例えば今回発生源がソファーというふうな思わ

ぬ備品もあったことから、シックスクール対策の手引というようなものをつくって学校に

示していきたいと思っております。 

 （６）番の簡易測定器の配置なんですけれども、近隣数校に１台の割合で配置をいたし

ました。本日説明会を行いまして配りましたので、予定の１台を配置をしたということで

ございます。 

 以下の安全確認を学校に今後お願いしていきます。まず、日常検査で、教室に入ったと

き、不快な刺激や異臭がしたときにすぐはかってもらえて数値が出るというようなものが

できますので、日常点検をお願いしてございます。また、臨時に、学校発注の備品搬入の

とき、学校の職員さんによる修繕直後につきましても点検をお願いしています。 

 本日午前中、この簡易測定器を学校にお渡ししたときに、簡易測定器を用いて講習会も

行いました。 

 次のページをお開きください。４番の簡易測定器の精度につきましてですが、真ん中の

二重線の左右に、左側が簡易測定器を用いた結果、右側に業者委託によります本測定の結

果を表で示してございます。 

 簡易測定器の場合は、パソコン室で比べましたので４３教室、本測定でいきますと、超

過したのは１９教室ということで、本測定の方がからい数字が出るという超過について伺

えるかと思います。 

 一番下の２分の１以下につきましては、簡易測定で、２分の１以下の学校が９教室あっ

たんですけれども、本測定では超過をしたのは１教室、２分の１を超えたのは１教室、以

下が５教室ということになっておりますけれども、そこに※がついてございますように、

９教室の１教室につきましては、０.０１１という数値でした。本測定は実際に今行って
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いるんですけれども、本測定のときの結果が０.１１２ということで、少し大きな被害が

あって、その率が大変高いものですから、簡易測定の場合は非色ですし、本測定の場合は

ガスクロマトグラフを用いた検査ですので、単にそれだけの違いではないかなというふう

に事務局の方は考えております。 

 また、本測定の方は、１０月２日に終わっておりますので、平均値が低いという現状も

ございます。 

 ※の２つついたものにつきましては、０.０４１ｐｐｍということですので、わずか０.

００１オーバーいたしましたが、このようなこともあるかと思いますが、比較的簡易測定

器の方が数値が高いということで、今後学校には簡易測定器を配置して、日常検査等に用

いてもらう予定でおります。よほどひどい場合には、こちらの方に言ってきてもらって、

定期測定等ももちろん考えていこうと思います。 

 ５番の健康状態調査結果につきましては、特に今緊急に対応すべき児童というものは確

認されませんでしたけれども、引き続き学校全体で見守るように依頼したところです。 

 ６番の空気環境対策委員会の開催状況については、議題を示してございます。委員会設

置の目的が、対応策の検討、対応策実施後の評価、さらなる対応策の検討ということで、

２回目以降、保健所の環境担当職員さんに加わってもらって実施をいたしました。今回の

こちらの資料につきましては、合同校長会というか、養護教諭説明会でお話をいたしまし

た。 

 以上です。 

○名取委員長  ただいま学事課の報告は終わりました。 

 本件について、御質疑はございませんか。 

○小田原委員  この調査のきっかけになったのはどういうことかということと、これはいろ

いろ考えてやっているようなんだけれども、２枚目の３の（４）、（５）、（６）の一番

最後のところが関係すると思うんだけれども、ホルムアルデヒドに限っているわけなんだ

けれども、これが基準値をオーバーして改善しなければいけない、対策を考えなければい

けない。そのもとになったのは何かというのは言えるんですか。 

○小泉学事課長  まず１点目なんですが、先ほど主査が説明いたしましたように、学校環境

衛生基準という基準がありまして、これの一部改正がありました。その中で、ホルムアル

デヒド、ほかにも揮発性の物質もあるんですが、こういうものを学校の空気環境測定の項

目に追加するという、そういう改正がありまして、本測定という業者に依頼する測定なん
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ですが、それをする前に、簡易測定器というのを利用しまして、スクリーミングといいま

しょうか、全校に簡易測定を施して、その中で何校かを抽出して本測定をしていく。そう

いう目的で簡易測定を実施したわけなんですけれども、その簡易測定を全校に実施してい

く中で、基準値を超える教室があったということで、今お話ししたようなそういう対応を

してきたということで、きっかけで言いますと、そういうのがきっかけになります。 

 それと、基準値を超えたということで、当然学校環境基準の中では、基準を超えた場合

には環境を励行するとともに、その発生原因を究明して、汚染物質の発生を低くする等の

適切な措置を講ずるということを示してありますので、その趣旨に沿うような形で、３の

（４）の「今後、発生源の特定のための個別調査」、こういうことをしていくのと、それ

から、発生源なり、ソファとかそういう備品、こういうものについての取り扱い等につき

まして、シックスクール対策の手引」という、そういう手引を今後作成して、学校に配っ

て、そういう対応をお願いしたいということと、今後、常に発生状況を監視していくとい

う必要がございますので、その意味から、（６）にございます簡易測定器、これは値が張

るものなので、各校に１台というわけにはいかなので、近隣数校で１台の割合で設置をき

ょうしたところでございますけれども、それを利用して日常点検あるいは臨時点検という

ことで、常時といいましょうか、必要に応じて発生状況等を監視していくということをこ

の（６）に掲げてありまして、私どもの方では、こういう対策をとれば安全は確保できる

というふうに考えております。 

○小田原委員  僕が言っているのは、普通の教室にもホルムアルデヒドというのは、調査す

れば出てくるんですか。 

○小泉学事課長  程度の差はありますけれども、出てきます。 

○小田原委員  どういうところから出てくるの。空気中にまじっているということですか。 

○小泉学事課長  発生源として、例えば住宅建材の合板とか、あるいは家具、あるいは壁紙、

こういうものの接着剤に使われている尿素系とかメラミン系とか、あるいはフェノール系、

こういった合成樹脂があるんですが、こういう合成樹脂あるいは接着剤、その原料にホル

ムアルデヒドはなっていますので、そういうところから発生してくるということが多いよ

うでございます。 

○小田原委員  どこにでも発生し得ると考えていいわけね。例えばここも、これがもし何か

であれば出てくる。 

○小泉学事課長  今私が言ったのは一例ですけれども、そういうホルムアルデヒドを含んで
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いるようなものを使っている。床もそうですけれども、そういう場合には、その温度が高

ければ高いほど放散する可能性も高くなるということで、例えばこの部屋に必ずあるかと

は断言できませんけれども、それは０.００ｐｐｍとか、そういう微妙な部分での発散と

いうのはあろうかと思います。 

○小田原委員  要するに、発生源を突きとめて発生源を除去するのが一番いいんだけれども、

それには金がかかり過ぎるから窓をあけろというところから始めてください、そういうこ

となんだね。 

○小泉学事課長  基本的にはそういうことです。ただ、中学校のパソコン教室の場合には、

窓を閉めて使うことが多いものですから、ここには換気扇を設置をいたしました。換気を

強制的にできるような対策はとっております。 

 ほかの教室については、窓をあける、空気の流れをつくるということで、換気を励行し

ていただくということを学校の方にお願いをしております。 

○名取委員長  細かいことなんですけれども、本日簡易測定器を配置した、説明をしていた

だいたということなんですけれども、１台につき何校ぐらいで……。 

○小泉学事課長  小中も一緒にしまして、地域的に近場というんですか、そういうところで

大体３校を単位ぐらいにして、どこか代表の１校に持っていただいて、例えばここに「簡

易測定器の配置」のところにあります「日常点検」で、教室に入ったときに臭いがすると

いうときには、すぐ近所の学校へ行って借りてきて測定してもらうということで、できれ

ば全校にあれば一番迅速にできるんですけれども……。 

○名取委員長  その学校を固定しておくわけですか。Ａ校ならＡ校ということで。 

○小泉学事課長  今のところは、測定といいましても、本１冊ぐらいの厚さのこのぐらいの

ものなんですけれども、それをどこかに保管しておいていただいて、グループのどこかの

学校から依頼があれば貸し出すということをしていただくことをお願いをしたところで、

順番に回すというようなこともあるかもしれませんけれども、きょうは、とりあえずそこ

の学校に置かせていただいて、ほかの学校から依頼があったら貸し出していただきたい、

そういうお願いをしたところでございます。 

○名取委員長  私は、Ａ校にだけあるということで、使われなくて終わってしまう、そうい

うことが懸念されるので、１学期はＡ校、２学期はＢ校、３学期はＣ校というようにやれ

ば、その学校で同じ時期に同じように測定できて、それが統計にあらわれて、こういう状

態になったなということが後でわかるんじゃないかななんて、そんなことを感じたので、
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使われるようにぜひお願いします。 

○小泉学事課長  それが第一義で、きょう、実は配ったばかりですけれども、いろいろ悩み

まして、どういう方法が一番使いやすいのかと考えたんですが、とりあえず品数が少ない

中では、そういう方法をまずやってみて、あとは使われ方ですが、もっと使いにくいとい

う声がもしも上がってくれば、今先生が言われたような考え方をしていこうかなと思って

います。 

○小田原委員  これは、前のＰＣＢと同じように、ほうっておくと必ず害が出て問題になっ

てくるわけなんだから、ホルムアルデヒドだけでなくてシックスクール、シックハウスの

原因となるものがあるわけだから、そういうものを除去していくということを基本にしな

いといけないと思うんです。それをしないと、検査して、対処療法では解決しないし、子

供たちが長生きできなくなってくる原因かどうかわからないけれども、そういうふうにも

言われているわけだから、調布でシックスクールが問題になったときに、ちょうど七国が

できたころだったかな。七国を見にいったときに、開校する前に、そういう問題はないで

しょうねと言ったら、そういうことはありませんと担当者は胸を張ってそういうふうに言

ったにもかかわらず、開校したらすぐ問題になっちゃった。窓をあけなきゃならないよう

な教室が出てきちゃったということがあるので、そういう原因をつくらないようにしてい

くということ。あれば、できるだけ早期に金を余りかけないような形で除去するというこ

とを各学校にしていかなきゃいけないだろうというふうに思うんですが、いかがですか。 

○穂坂施設整備課長  今の委員さんがおっしゃったように、原因物質を除去するというのが

一番大切なことだというふうに私どもは認識しております。パソコン室については、床の

材料と、それからカーペットの接着をしている部分、そういったことが確定をしているわ

けでございますけれども、今の財政状況の中で非常に厳しいということで、今回は換気扇

の設置をし、常に基準値以下にしていくという対策をとらせていただきました。 

 また、一般の教室につきましては、原因物質が特定できれば、その分の除去をできるだ

けしていきたいというふうに思っています。ただ、大規模な工事になりますと、これもま

た、予算的な部分もございますし、できる限りでできるものは積極的にやろうと。備品に

ついても調査をして、そこから出ていれば、それは入れかえるというような対策をしてい

きたいというふうに思っています。 

 また、その辺の調査ですけれども、私ども施設整備課で簡易測定器を購入いたしました。

これはデジタル式の最新式でございまして、今８秒ぐらいではかれるというすぐれもので



 
１６

ございまして、また、特定物質に近づければそこから放出するという数値がある程度出る

ということで、そういった形で対策をしていきたいというふうに思っています。 

 今後ともできるだけ調査を速やかにしていきたいというふうに思います。 

○古見学事課主査  先ほど０.２４８という数値が出た学校なんですけれども、こちらの原

因はほぼ特定できておりまして、パソコンの関係で配線をカーペットの下に入れたいとい

う学校の希望があったようで、カーペットをはがして、カーペットと床を接着している部

分が露出をしておりましたので、そこを伏せましたら、基準値が下がったということで、

原因はわかっています。 

○齋藤委員  私も前回これをいただいてから、インターネット等でこれを調べてみたんです

けれども、私が調べる程度では、なかなかこのシックハウスとかシックスクールという症

候群というか、この病気が、今後人間の体にどういう影響を与えるかということはまだよ

くわかっていないところがあるような感じを私は受けています。もっと進んだ情報がある

のかどうかわからないんですが、つまり、例としては正しくないかもしれませんが、例え

ばそばアレルギーの子なんかもいて、本当に食べると死んでしまうような子もいる。何で

もない子は何でもないわけです。 

 つまり、これも似たようなところがあって、今後人体にどういう影響を与えていくかと

いうのは別問題としても、今現在、このホルムアルデヒドについて非常に敏感に、本当に

吐き気を催して、非常に苦痛を訴える子というのはまれに出てくるわけです。何でもない

子は何でもない。これが非常に難しいと思うんです。だから、そのために費用をかけてい

ろいろなものをまたやっていくということも、対策としては非常に苦しいだろうというの

は、私も思います。 

 ただ、ですから絶対に必要なのは、これはちょっとのど元を過ぎると忘れてしまうよう

な可能性がある内容なんです。パーセンテージ、出てくる子供たちも異常が出てくるのは

まれなことだと思うんです。ですから、まれであっても、子供の健康というのは当然守っ

ていかなきゃならないのが学校ですから、お金がかからないことなんですから、測定器を

買った以上は絶対にむだにしないで、定期的に行っていくということは指導書の中に、必

ず行って報告書を出していくということを備えてほしい。それを義務づけていかないと、

忘れたころに倒れる子が出てくる。そういう問題が起きたとき、これは大変なことになっ

てしまいます。換気というのも、単純なことですけれども、のど元を過ぎれば徐々に忘れ

ていってしまう可能性があるような内容のような気がするんです。それが１点。 
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 もう１つは、非常に事務的なことですけれども、万が一子供にこういう問題について何

か出たときの対応の仕方をマニュアル化しておかなければいけないような気がするんです。

よくわかっていない病気だけに、とにかく保健室でしばらく寝かせておけばいいのか。そ

のあたりのところは絶えず新しい情報を得ながら、対応策ということは絶えず見ていかな

いと、中には、倒れちゃう人は全くだめになっちゃう人もいるんだそうです。非常に敏感

な人は、全く生活ができない。立ち上がることもできなくなっちゃうような症状も出ると

いうのはまれにいらっしゃるみたいです。そういうときに一体どういう対応をとるのかと

いうのは、この報告資料の中では、万が一のための対応が示されていないような気がいた

します。 

 もっと言うならば、そのときの責任は一体だれが負うんですか。子供たちに何か起きた

とき、教育委員会がしっかり負うのであれば負う。ここら辺のところもはっきりさせてお

いた方がいいような気がします。場合にもよるんでしょうけれども……。 

○小泉学事課長  委員さんがおっしゃった前段の今後定期的に、あるいは忘れたころ何々、

そういうことではなくて、今後もそういうことがないように、学校の方にお願いをしてい

きますし、こちらも必要ならば報告を求めていくというようなことをしていきたいという

ふうに思います。 

 あと、実際にそういう物質によって直接症状が出た場合の対処方法等につきましても、

これは何らかの方法を考えていきたい。 

○古見学事課主査  保健調査等で保護者の方から一部情報は聞いたりして対処します。 

○小田原委員  今の話は、必ずしも齋藤さんの答えになっていないと思うんです。６のとこ

ろで示していますけれども、（３）のところに、健康状態調査結果というものが出てくる

ようになっているんだけれども、出てきたのか。こういうのは平素の中に出てきて、何も

対策審議会をつくらなきゃ出てこないという話ではないと僕は思うんです。これは、たま

たまこういう問題が出てきたから急遽つくったんだろうと思いますけれども、もともとこ

の学校の中には、安全衛生委員会、そういうのを設置しなきゃならないことになっている

でしょう。 

○古見学事課主査  学校保健委員会は必ず設置をしなければいけないものではないんですが、

２０１０年までに、東京都の目標で設置というのもございますので、私ども学校保健委員

会の方では、２０１０年までまって、現在設置促進をしております。７０％まで設置をさ

れているという状態です。 
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○小田原委員  設置せねばならないではなかったですか。 

○古見学事課主査  保健安全計画はつくらなければいけないというふうに決まっております。 

○小田原委員  安全責任者はいなければならないのではなかったでしたか。 

○望月教育総務課長  学校保健法の中で、学校教育法になりますけれども、保健主任という

のは必ず必置しまして、学校教育法上、保健主事ですか、八王子の場合には保健主任とい

うことで置いてありまして、保健主任が学校の安全とか、それから保健計画をつくって策

定するということ。それから、ただいま主査の方で御説明いたしましたように、入学時に、

児童の状況について保健検査を行いまして、その保健検査の中で、さっきそばアレルギー

という話がありましたけれども、給食の対応もございますので、その子供のいろいろなア

レルギーの体質について調査していただいて、それに基づいて学校における保健管理の適

正化ということは、必要な場合には、特別の管理をしている場合は管理表をつくるという

ふうなことでの対応ということで、十分ではないかもしれませんけれども、やっておりま

す。 

○石川教育長  小田原委員が言っているのは、多分労働安全衛生規則が労働安全衛生法に変

わって、教職員に対して安全管理者を置いてということだろうと思うんですけれども、子

供の場合には、多分今言った方が正しいのではないかなという気がするんですが、その辺

を調べてみようと思います。 

○小田原委員  教員も職員もそうだし生徒もそうなんだけれども、そういう機関を活用して

いけば、対策委員会が途中で消えちゃっても、それをきちっと機能させていけば、齋藤さ

んが心配するようなことはないとなると思うんです。そういうことの方を平素のそういう

形を整えていくということを進めていってほしい。 

○小泉学事課長  わかりました。学校保健委員会の中で、そういう教育環境汚染物質とか、

その辺のところも取り組んでいけるかどうか、検討したいと思います。 

○齋藤委員  つまり、もう少し具体的な話をしますと、私もいろいろなところを調べたりし

ている限りで言うと、話が超えちゃうといけないんですけれども、学校の水道の水などの

問題も出てきますよね。あれは当然学校は検査していますよね。定期的に検査しているん

ですが、あの検査方法というのは、蛇口を消毒して、水道を出して、しばらく出した水を

採取して検査しているわけですよね。だから、そういう話がダブるんです。 

 つまり、もしそれで安全だというならば、当然先生よりも先に学校に来て、朝一番の水

を蛇口に口をつけて飲む子供もいるかもしれない可能性があるわけではないですか。だか
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ら、こういう問題は、換気すればいいのはわかるんですけれども、それでは、だれが換気

するんだ。先生が来る前にパソコン室に入って、換気する前に中で勉強する子供もいる可

能性も出てくるわけです。 

 学校の現場の中でのやり方というのは、それも言いたかったんですけれども、検査のや

り方というものもすごく難しいと私は思うんです。本当に現実味を帯びた危険を察知して

いっていただきたい。法に基づいたやり方では、見ないところは絶対あるんです。だから、

八王子市の教育委員会では、国はこうやればいいと幾ら言っていても、保健業務の中でこ

うやればいいと言われるよりももっと厳しいやり方というものを八王子市の教育委員会独

自のものをつくるぐらいの勢いは持っていてもらわないと、本当の子供の健康管理という

のはできないと私は思っています。 

 だから、一般的に言われている調査の仕方では至らない内容というのはたくさん転がっ

ているんです。恐らくこのシックハウスの問題も、もっともっと厳しいいろいろな基準を

考えてやっていかないと、本当の大変なところは出てこないと思います。 

 だから、一言つけ加えさせていただければ、随時新しい情報を得ていかないと、これは

全く新しいこれからの問題だと思いますので、検査しながら、調べながら、新しい対処法

というのを毎回毎回考え直していかないと追いついていかない可能性があります。今まで

これでいいと思っていたものがずっと１年２年そのままにしておくと、全然それでは足り

ないという内容が出てくる可能性があるということはつけ加えさせていただきたいと思い

ます。私も、私なりにいろいろと調べてはみますけれども、このシックハウス症候群とい

うのは、今の段階ではよくわからないんです。今後も、私たちも子供たちも、どれにとっ

ても、これからは随時一番新しい情報を八王子市が一番最初につかむぐらいの気持ちで持

っていていただきたい。それは子供の健康につながることだというふうに思います。 

○名取委員長  よろしいですか。では、どうもありがとうございました。 

 次に、文化財課から報告をお願いします。 

○佐藤文化財課長  それでは、フィールドミュージアム鑓水イベント提案についてと、郷土

と歴史八王子かるたの販売について、２件について、鈴木主査から御報告いたします。 

○鈴木文化財課主査  初めに、フィールドミュージアム鑓水イベント提案について、この内

容などについて御説明させていただきます。 

 事業の趣旨は、多摩美術大学の授業で作成した八王子市鑓水をベースとしたイベント提

案を広く市民に公開し、大学生の提案、企画なんですけれども、それに対する市民の意見
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や感想を伺い、学生の学習の参考とするとともに、地域の文化活動に大学生が具体的に参

加し、大学と地域との連携を図る機会としたいと思っております。 

 主催は多摩美術大学と八王子市教育委員会との共催といたします。 

 公開の期間は、平成１６年１１月３０日、今月末から１２月２６日までを予定しており

ます。 

 ちなみに、絹の道資料館の開館時間は午前９時から午後４時３０分までで、毎週月曜日

が休館日となっております。 

 なお、来年度から、エコミュージアム推進事業というのを始める予定でおりまして、こ

のフィールドミュージアム鑓水イベントにつきましては、それとも関連させたいというふ

うに考えています。 

 簡単ですが、以上です。 

○名取委員長  ただいまの報告について、何か御質疑ございますか。 

○齋藤委員  ちょっと教えてください。基本的なところを教えていただきたいんですが、今

多摩美術大学の方の授業の一環からの提案で、八王子市教育委員会が共催するというよう

な説明だったと思うんですが、この経緯というのは、例えばどこかが審査して、この内容

については八王子市が共催しようとか、教育委員会が共催しようとか、この内容ではだめ

だというのをどこかが決めていらっしゃるんですね。つまり、どんな要望があっても、当

然みんな共催するわけではないわけですから、これはいい内容だと、では、これは共催し

よう、これは共催には値しないなというものは、どこで審査なさっていらっしゃいますか。 

○佐藤文化財課長  今の委員の質問に関して、私は全庁的な関係の情報は持っておりません

ので、正確に答えられないかと思いますけれども、それぞれ例えば学園都市の協議会とか、

そういった中でもいろいろなイベントを市と大学、あるいは大学と教育委員会の連携とい

う形でやっているかと思います。 

 この件に関しましては、実は、私自身が多摩美術大学で、後期からですけれども、博物

館学の講義を１こま持っておりまして、それから私は文化財課長という立場がありますの

で、大学の御了解も得る中で、地域を生かした講義をしたいと思って９月から進めており

ます。その中で、学生とも議論しながら、まず、これからの将来に向けてのイベントがで

きればということで発想しまして、所管の判断という形で、文化財課、具体的に申し上げ

れば、そこの博物館学２の授業担当、私がダブっているんですけれども、それから生涯学

習スポーツ部の文化財課とでお互い協議して、共催という形にしております。 
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○齋藤委員  今質問させてもらった意味を説明させていただくと、私はこれはすばらしいと

思うんです。まだこれから内容をよく見させてもらって、こういうことはどんどんやって

いくべきだなというのは基本的に私は思っています。これについては大変すばらしい。 

 ただ、こういうものに心配するのは、八王子市、これだけ広い中には、全く小さい団体

から大きな団体から、いろいろな研究をなさっていらっしゃる方がたくさんいらっしゃる

と思うんです。皆さん、八王子市の共催というものは得たいんではないですか。自分がや

っていることに対して、八王子市が共催していろいろとやりたいというものに対して、八

王子市の共催を得られるということはすごく大きいと思うんです。 

 多摩美術大学のものは共催として受け入れましたけれども、あなたの研究ではだめだと

かというものが出てくると、こういうものは多摩美のものは承諾した以上、これが前例と

なっていくと思うんです。では、うちの大学の研究もぜひ共催してくれ、うちの団体も共

催してくれというものがどんどん出てきたときにどうするのかなということをちょっと説

明を受けたときに不安になったもので、これそのものの内容とは話がずれますが、今後、

こういうものがもっともっとたくさん出てきたときに、どうやってふるいにかけるのかと

いうものが疑問に思ったものですから質問させていただきました。 

○佐藤文化財課長  所管の範囲でしかお答えできないので、回答になるかどうかなんですけ

れども、私どもの方の経験からすると、市民とかいろいろな形でこれから連携する時代だ

と認識しております。現実的には、私の所管している範囲では、市民の方からのアプロー

チはほとんどありません。私どもの方でいろいろ呼びかけたりして、ほかの団体とも絡ん

でやる事業はたくさんというか、資料館の事業の中では、割合多く企画、それから実施し

ております。 

○齋藤委員  では、今のところそういう要望がないから、そういうものを審査する機関もな

いんだろうけれどもという答えなんですね。今後出てきたときは、随時対応するというこ

となんでしょうか。 

○佐藤文化財課長  特に審査しないということではないんですけれども、所管の掌握してい

る事業の中で、これは当然共催すべき、あるいはこれはちょっと共催はどうかというのは、

所管の例えば私どもでしたら文化財保護あるいは博物館活動の中で、妥当かどうかという

ところは所管で判断させていただいております。 

○小田原委員  だから、妥当かどうかの判断基準というのはあるのかということを聞いてい

るわけです。 
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○佐藤文化財課長  特に設定はしておりません。 

○小田原委員  心配しているのは、では、そんなのでいいのかという心配をしているわけで

す。僕も基本的にはこういうのは大いにいいですよ。みんな共催にしちゃえというぐらい

私は思っているんです。だめだというのは、レベルの問題だろうと思うんですけれども、

そこのレベルならレベル、思想信条とか、いろいろあるのかどうか知りませんけれども、

妥当かどうかという判断基準は設けておくべきだろうというのは、多分齋藤さんの考えだ

ろうと思うんです。妥当かどうか、判断で決めていますと、だれが妥当だというふうに言

うのか、これは極めて恣意的でしょう。そこら辺を心配していると思うんです。 

 それは、皆さんがどうするかという基本線を決めればいいことだと思います。 

○高橋生涯学習スポーツ部長  今の御質問ですけれども、当然公益性があったり、私どもと

ある意味ではタッグを組んで協力してやっていく事業だとすれば、当然共催というふうに

なります。今明確な基準ができ上がっていないのでお答えしにくい面もあるんですが、文

化財課の方で今回これをやるということになったのは、エコミュージアムの完成もござい

ますし、一緒にやって、ある面では進められる事業だと判断された。 

 当然予算の関係ですとか、人的な支援ですとか、そういうのがかかってくると思います。

その中で、我々が積み上げてきた、後援という形で主体的にかかわっていたかと思います。

その辺は判断したいと思います。ただ、ここで少しお諮りして、と思います。 

○名取委員長  ちょっとお聞きするんですけれども、共催を申し入れた場合に、ほとんど承

認されているというようなことを過去に聞いたような気がするんですけれども、施設の使

用については、共催では内容によってはだめだよということもありましたけれども、何か

そういうことを前に聞いたことがあるんですけれども、なかったですか。 

 共催の申請が市民から来ますね。そうすると、大体……。 

○小田原委員  それもないのではないの。 

○名取委員長  ごめんなさい、後援です。 

○小田原委員  後援も名前をかすだけだから、全部かしていくというわけにはいかないんで

しょう。 

○高橋生涯学習スポーツ部長  我々の方で言えば、生涯学習にかかわるもので、公益性があ

ればという形で判断しております。 

○望月教育総務課長  教育委員会の後援につきましては、市と同じような基準ではあります

けれども、例えば教育文化の向上に資するものだとかいうことで、幾つか事業の目的とそ
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れから内容、それから主催団体の性格ということで、基準を設けて、それに基づいて承認

を後援についてはしております。 

 ただ、難しいところは、その基準があっても、実際にはそこの解釈、どういうふうに判

断をするかというのは基準だけではすぐに判断できるものではございませんので、そうい

う意味では、今までの実績ですとか、それから、その辺の趣旨に合致していれば、後援し

ているというのが実情でございます。 

○齋藤委員  ちょっと御意見をお伺いして申しわけないんですけれども、思ったのが２つあ

るんです。さっき高橋部長さんがおっしゃったように、まずお金の問題も絡んでくるんで

はないか。人的な問題にしろ何にしても、そこら辺のものを何でもかんでもオーケーにし

ていってしまうというわけにもいかないんじゃないかなという心配が１つあったのと、そ

れから、昨年、私は立川の教育委員会を傍聴させていただいたんです。それで、もちろん

規模も違いますから、これはやっている内容も全然違うことは事実なんですが、教育委員

会が協賛する内容が一覧表で出ていて、これをどういう協賛をしているのかを教育委員会

の中で全部チェックしているんです。これについては会場費を半額にしようとか、これは

協賛として値するとか、これはだめだというのを一々教育委員会で全部やっているんです。

それは驚きました。 

 少なくとも私は教育委員になって１年、２年、そういう内容をチェックしたことは一度

もないと思うんです。もちろん、八王子市と立川では、出てくる量が全く違うんでしょう

けれども、今の佐藤さんのお話だと、今まで八王子市は協賛の依頼が余りないわけですね。

だから、立川市では結構あるみたいで、それについては、何か会場を半額にしてあげよう

かとか、無料化してもいいのではないかとか、そんな審査もやっていましたので、ちょっ

と今これがぱっと出てきたときに、いいことだけれども、これが前例になっていっちゃう

のかなという、ちょっとそういうものを感じたんです。これがよしということになってく

ると、さあ、これからいろいろな大学から、では、人的支援、予算的な支援をお願いした

いと言ったときにどうしていくか。 

○佐藤文化財課長  私の方で事例として、全庁的な形でしたのではないというのが１つ申し

添えておきたいと思います。 

 それから、私の所管している分野で申し上げますと、今行政全体が市民と協働あるいは

市民参画ということがうたわれている時代なんですけれども、私自身は過渡期であるかな

と、市民と手を結んでやるのは、ここ何年かは過渡期かなと思っています。確かにおっし
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ゃるように、明確な物差し、第三者に説明できるような物差しの必要性がないということ

ではないんですけれども、何年かかけて実例と経験を踏まえながら、その中で物差し設定

をしていけたらと思っております。 

 あとは、物差しをつくることによって、ダイナミックな動きを阻害しないような形に、

その辺は例えば所管でも積極的な運動を図っていきたいと考えています。 

○小田原委員  意見としては、僕は積極的にやることはいいと思うんです。ただ、課長の話

を聞いて安心はしたんだけれども、生涯学習スポーツ部なり、あるいは郷土資料館なり、

文化財課なり、これを受けたという時点で、学生が言ってきた事柄を簡単に受けちゃって

いいのかなぐらいな気持ちを持ったんです。そうしたら、そうではなかった。課長はかな

りダイナミックに、むしろ歓迎しているというのがわかったから安心したんですけれども、

本来、こういうものは共催とかではなくて、ここに主催と書いてあるんだけれども、自分

たちがこういうふうにやりますよというふうに打ち出していくべき性格のものだろうと僕

は思うんです。それができなくて、たまたま学生からこういう提案があったからというの

では情けないなと思ったら、そうではなかったというので、半分ほっとしているんです。 

 学芸員がいるかどうか知らないけれども――知らないなんて言ったら無責任だ。学芸が

いたら、こういうものが学生から提案されてやるようでは、恥ずかしい話だろうと僕は思

うんです。しかも、絹農家がまた１人減ったみたいな話がありましたけれども、そういう

絹のまち八王子の状況を考えたときに、こういうのは積極的に自分たちのまちから失われ

ていくものをいかに意識とか形で残していくかということを考えていかなきゃいけない。

それに市民とか学生を参画させていくというなら、非常にいいことだろうと私は思います

ので、枠を規制するのではなくて、すべてがいいというわけにはいかないだろうから、こ

れも基準は設けておく必要があるだろうというふうに思います。 

○石川教育長  博物館学をとっている受講生８０名が作成したイベント提案書を公開すると

いうことなんですけれども、その８０名の学術的というか、文化的なというか、レベルは

どうなんですか。何でもかんでも小学校の展覧会ではないから、果たして公開に値するか

どうかという問題もあるので、その辺をセレクションするのかどうか。とにかく出てきた

ものをみんなやらせるのか。 

 また、せっかくやるわけですから、人に聞いてもらわなきゃいけない。広報なんかはど

うやっていくのか。その辺のところはどうなんでしょう。 

○佐藤文化財課長  １つは、学園都市八王子ということの中で、私自身の所管の中で、そう
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いった大学との連携のまず発端をつくりたいという形です。それで、私どもの方の大学と、

大学と、というよりも、実際私が授業をやっているところなんですけれども、今の力の中

で、まず起こせる発端をやりたい、スタートにしたいということです。 

 それから、あと博物館というのは、今まで施設の中だけの発想で展開していたわけです

けれども、フィールドミュージアムとうたったのは、鑓水全域を博物館という野外フィー

ルドの博物館という認識の中で提案していただく。つまり、あるいは大学を拠点として鑓

水を考える場合もありますし、あるいはほかの大学との連携も考える方法もありますし、

あるいは歴史でないものを取り扱うというものも考えて、フリーな自由な形で提案して、

学生も社会参加、これはささいなことですけれども、社会の人に見てもらうということで

意義があるのではないか。 

 中身に関しては、９月から始めた簡単なレポートですから、いろいろな内容で、特に内

容の限定は設けていません。これでイベント提案で、これを事業実施するというわけでは

ないんです。今、例えば子供たちとか若者からの提案をする機会はなかなかないというこ

とで、そういう意味で、稚拙かもしれませんけれども、フリーな感覚で八王子に関心を持

っていただく。外から来ている学生も多いわけですから、そういった地域に関心を持って

もらって、自由に提案してもらって、その中で有効な提案があれば、私たちの業務として

取り上げていく。そういうような考えです。 

○小田原委員  僕は、稚拙なものは絶対取り上げてはいけないと思うんです。非常にすぐれ

たものを示していただきたい。こういうものに小中学校の先生を参加させていただきたい。

小中学生に地域探求をフィールドワークでさせていってほしいんです。生活科とか何とか

言っているんだけれども、生活科は教科書にある公園に行って葉っぱを拾いましょうみた

いなところで終わっちゃっているんです。そんなことを言うと怒られるかもしれないけれ

ども、そのレベルを超えていかなきゃいけない。特に八王子においてはそういう材料がい

っぱいありますから、そういうのにつなげていってほしいと思います。 

○佐藤文化財課長  この催しそのものは、それなりの戦略をもって起こしたつもりで、ただ

発端というのは何らかのきっかけで始めないと成長していかないと思いますので、これも、

当初大学の方は名前を入れないでくれという意見が来ました。私もまとめて、もう１回大

学の意思決定も、行政と違いますので、時間をかけていただいて、練っていただいて、後

で大学の方でも、名前をぜひ載せてほしいという形で来て、そういう一つ一つの壁に当た

りながら、机上の計画ではなくて、私としては、エコミュージアムも来年からいきますの
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で、試行する中で、経験を重ねる中で完成していきたいという思いの中での第一歩と御認

識いただければと思っています。 

○小田原委員  余談になるかもしれないけれども、失敗を恐れているからという話になって、

失敗がなければ成功はないんだから、失敗なんか幾らしたって、僕は構わないぐらいに思

います。それを宣伝として考えればいいわけですから、大いにやってほしい。名前を出さ

なかったら、そんな大学ではなくて、ほかのところの大学でいっぱい名前を出してほしい

ところはあるんだから、そういうところへ出かけた方がいいんじゃないかと思います。 

○齋藤委員  確認ですが、それでは、これは２番の主催となっているのは、これは共催の訂

正ということなんですね。 

○佐藤文化財課長  両方が主催ということですから、共催という形です。 

○齋藤委員  もう１点。教育委員会ということになってくれば、我々はどう協力すればいい

ですか。 

○佐藤文化財課長  例えば郷土資料館の催しもすべて教育委員会の主催事業になっています

ので、ただ、そういう表現をしないときとするときがあるかと思いますけれども、これは、

例えば外にＰＲするときに、大学と教育委員会を並べることで、両者メリットがあるかな

と考えました。これが全く独特のスタイルではなくて、従来さまざまな事業を展開してい

ますけれども、それと全く同じ状況です。 

○名取委員長  委員としてどうかかわったらよろしいかと。 

○小田原委員  だんだんわかってきた。宣伝の機会に使われたんだ。 

○名取委員長  そういうことで御了承いただければと思います。 

 では、続いて八王子かるたについてお願いします。 

○鈴木文化財課主査  郷土と歴史八王子かるたについてです。 

 平成１３年に、公募により構成されました郷土資料館のガイドボランティアのうちの有

志の編集により、郷土と歴史八王子かるたがこのたび完成いたしましたので、その御報告

をいたします。 

 内容につきましては、歴史や伝統文化の材料ばかりではなく、八王子市の昔と今の勉強

を通じて、夢のある未来の八王子を描いてほしいという願いを込めて、サイエンスドーム

や八王子まつり、織物、ニュータウンなど、幾つか現代的なものも多く含めて、長い時間

をかけての中で選んでおります。 

 また、かるたには、箱の中にあるんですけれども、解説のしおり、それから、年表、コ
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メントつきの簡単な地図を添付しています。 

 印刷実費を基礎に、１部６００円で販売する予定でおります。販売場所は、郷土資料館

や本庁の市政資料室のほかに、中央図書館、生涯学習図書館、南大沢図書館、川口図書館、

それからサイエンスドーム八王子としております。 

 以上です。 

○佐藤文化財課長  つけ加えて説明をさせていただきます。 

 この件につきましては、１５年度の第１２回定例会、平成１５年の１１月５日において、

パンフレット用の形式で委員の皆様にお渡しして御意見をいただきました。そこでいただ

いた御意見への対応について御説明をさせていただきます。 

 １つは、まず、当時名称が、八王子かるたということでありました。それが、市全体を

読んでいるものなのかという御指摘をいただきました。これに関しましては、修正しまし

て、郷土と歴史八王子かるたということでテーマ変更を設定させていただきました。 

 それから、読み札の「ニュータウン昔は緑の多摩丘陵」という読み札に関して、もっと

多様な御意見があるという御指摘をいただきました。このことは、結論から申しますと、

修正はこのままを使わせていただきました。多摩ニュータウンそのものもほぼ完成に至っ

ていまして、既にニュータウンの地で生まれ育った世代も多くなっております。また、転

入者の方も多く、こういった少し角度の違った読み札でも、開発途上の見方とそれがいい

のではないかなと考えました。 

 それで、別冊の解説の中で、古代の遺跡にも触れて、ごく近年まであった武家というも

のが古代の歴史と連続するような景観であったという思いに浸っていただければと考えて

おります。 

 それから、３つ目としましては、「猪の鼻の列車銃撃忘れまじ」、この言い方、語感が

強いのではないかという御指摘で、私たちも確かに語感として、「まじ」という表現が強

過ぎるかと思いましたが、この件も、結論的には変更しない形にさせていただきました。 

 この猪の鼻の件に関しましては、これは日本でも最大級の列車事件で、八王子において

は、市街地の八王子空襲が割合スポットを当てられてきた経過がございます。地域の人々

の掘り起こし、あるいは教育委員会で発行しました八王子の空襲と戦災の記録の編さん過

程などで、この事件はより全貌が明らかになってきた経過もありまして、語感の強さがあ

るんですけれども、そのまま採用させていただきました。 

 それから、４番目としまして、や行が、「やいゆえよ」ではなく、「やゆよ」という扱
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いになっておりますので、わ行は「わゐうゑを」ではなくて、「わを」のはずではないか

という御指摘もいただきました。 

 この件に関しましても、ボランティアの人たちの中で議論があったことは事実でござい

まして、これも解説の中に、編集の段階で採用の是非について議論があったこと、それか

ら、見出し語にしましたところは、過去の日本語への中国変体仮名に関して、歴史的な視

点からあえて採用させていただきました。そういったことも解説の凡例的なところで、ま

ず述べさせていただいております。 

 各自治体で、これまでに発行したかるたは、全体的には江戸のいろはかるたが多い現状

であります。そういった中で、変体仮名の「ゐ」「ゑ」を見出し語としている例はありま

して、確かにそういったところからしますと、このかるたは五十音順の中で「ゑ」「ゐ」

というものを変体仮名で取り扱うということは典型と思っております。全体的には、御指

摘も受けて、ボランティアとも話し合いをした中で、箱のつくりのところでは、教育委員

会とか文化財課という表現は避けまして、郷土資料館という名前を入れました。 

 それからまた、編集をガイドボランティア八王子のかるたをつくろう会の編集といたし

まして、広告チラシ等では、ボランティアの作品であるというところを全面に出した中で、

一つの製品というか、そのような形にさせていただきました。 

 以上です。 

○名取委員長  ただいま説明がありました。 

○小田原委員  質問ではなくて、文句を言う話になっちゃうんですが、よろしいですか。 

 できてからだから、もうしようがないと思うんです。だけれども、こうやって売るもの

をつくるのであるならば、まずい形で出していると思います。その１つは、先ほどお話が

あったけれども、「ゐ」のところ、ここだけ何でこういう表現になっているのかわからな

い。後のほとんどすべては事実のそのものを述べるか、あるいは写生です。 

 「やゆよ」にしたのはいいですけれども、「わ」はしようがない。これは「わ」はいい

ですけれども、「を」と「ゐ」は「お」と「い」にしなきゃいけない。あ行とわ行は違う

んだから、しかも「を」をとらせるわけだから、読みの方も「を」でなきゃいけない。意

味があるはずなんです。子供が読めないとするならば、括弧で「い」というふうに示す。

そういう配慮をすべきなんです。これを教育的に使うとする、それで売り出そうとするわ

けだから。 

 それから、「まじ」を使っているのは、中身はだめですけれども、「し」をつかって、
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するではなくて「す」でやるとかというわけだから、それはそれでいいんだけれども、一

方で、変なのがあったんです。白山神社のところは「いでし」と、こういうふうに言うわ

けです。それから、同じように「し」を使っているところがあって、一方で、できたと

「た」になっちゃっているのがある。そういう不統一があるわけです。 

 だから、そういうところを考えてくださいよと言って、結局そのままで出しちゃう。し

かも、こうやってできちゃう。売りますよという話になっている。これはおかしい。教育

委員会という名前をとったら、八王子市郷土資料館という形なんだけれども、教育委員会

が関与するんだったら、私は教育委員として入っていて、こんなものを出させたのかと言

われるに決まっている。こんな形で出すなら、そうしたら、僕は、こんなのは全部回収し

ろというふうになります。 

○佐藤文化財課長  先ほどの話と、小田原委員は御納得できないかもしれませんけれども、 

私たち現場で市民の関係をつくっていく中で、私としても、御指摘いただいて、現実的に

はいろいろ考えました。これはおまえがいけないんだと言われれば、御指摘は仕方がない

んですけれども、経過として、初めから刊行する予定でなかったというところが私は一つ

反省しているところです。 

 そこで私が考えたのは、ボランティアの人たちのすごく意欲的な働きがありましたので、

私はそれを１対１に評価するような形で進めてきました。市民との関係というのは、先ほ

ども申し上げましたけれども、つくり込みの途上、その都度完璧な仕事をしなければいけ

ないのかと思いますけれども、市民の行政への関与の意欲みたいなところも私は郷土資料

館を管理運営をしていて大事なのかなと思いまして、その辺のところで至らない判断をさ

せていただきました。 

○小田原委員  趣旨はいいんです。趣旨はいいんだけれども、教育委員会という名前を使っ

て出すならば、例えば２６ページ、「経筒いでし」とやるわけでしょう。経筒の出たとや

っていないわけでしょう。ところが、また２８ページへいくと、「ままで生きた」となっ

ちゃっているじゃないですか。こういう考えてもらっているときに、わかっていないでつ

くっているということです。教育委員会が出しているものとしたら、不適切な、どちらか

にすべきなんです。 

 ニュータウンだとか、その話は、この辺は私はしようがないんだと思っているんですけ

れども、「ゆ」のところが、何か違う。だから、もうちょっと変えた方がいいんじゃない

のというふうに思います。 
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 市民の意欲、ボランティアの意欲、それを僕は否定はしない。それはそれでいい。かる

たをつくろう会が出すんだったら、いいです。郷土資料館なんてしなきゃいい。定例会に

出されたから、私はいろいろ言ったわけ。出さなくて出すんだったら、そこまで知りませ

んという話です。それで、こういうふうにして私がいろいろ言って、やっぱりまずいんじ

ゃないのと言ったのが、まずいまま出る。それに私も関与して、結局だめでしたなんて話

になっちゃったんでは、まずいと思っているわけです。 

○齋藤委員  私も、これについてはいろいろと意見を言わせていただいたと思うんです。文

面ですとか、文法というところに言えるほど私も知識がないんですが、私も猪の鼻の列車

のことについては意見を言わせていただいたと思うんです。これは私も、本当に真珠湾を

忘れるなというのとダブるんです。これからは国際化社会で、本当に日本にもたくさんア

メリカの子供たちもいて、いろいろとみんなで仲よくやっていこうというものを考えてい

かなきゃならないのが、教育委員会の本来の姿であろうと私も思うんです。この文面は、

やられたことを忘れるなというイメージがありませんか。私は、この猪の鼻だけは聞き入

れるというより、おかしいんじゃないですかということもそのときに意見を言わせていた

だいたと思います。 

 だから、本当に携わった人間としては、困っちゃったなというのが私も本音です。もう

これだけつくられて、ここまで御苦労なさったことは十分わかるし、相当な方々がいろい

ろと考えられて、これだけすばらしいものをつくり上げられたんでしょうけれども、おま

えも携わったのかと言われた中で、そこをつつかれると、意見は言ったんだけれどもなと

いうようなところしか言えません。ここら辺は私もこの意見は残念です。 

 どうしていくんでしょう。これは、教育委員会というより郷土資料館で出したという形

をとるんですか。郷土資料館というのは、教育委員会の中の組織なわけです。 

○小田原委員  これに幾らかかって、６００円で売って、その金をどうするのかという話と

いうのは出てくる。だから、そういうのでつくっちゃってからという話は、僕はまずいと

思うんです。この金を使ってやりますよという話を出したときに、そこでそれでもいいで

すよという話になって、こうやって出てくるんだったら、これはしようがないなと思うん

だけれども、できちゃってから、これを認めろと。あのとき言って、それでもなおかつそ

れを否定するということは、私は能力を疑う。 

 だから、出すなら、ここに紙を張ってください。私たちは関与しません、知りませんで

したというふうにさせてくださいよ。 
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○名取委員長  委員さんからいろいろな御意見が出ましたけれども、このまま出すんではな

くて、いろいろ工夫をされて、そして、出していただくということでいかがでしょうか。 

○小田原委員  報告で出てきているから、もう言いっ放しになっちゃうと僕は思います。 

○名取委員長  こういうことでお願いしますという話をしたにもかかわらずこうだというこ

となので、できれば、紙を張るなり何なりしていただいて、この委員会の意見を反映する

ような形で出していただければと思いますけれども、その辺で……。 

○高橋生涯学習スポーツ部長  今御指摘を受けましたように、おっしゃるところはごもっと

もでございます。１度販売する前に、どのぐらい修正できるかわかりませんが、ちょっと

調整をさせていただきまして、再度出させていただきます。また次回かそのときにでも。 

 いずれにしても、再度調整させていただくということで、改めて出させていただきます。 

○名取委員長  そういうことで、お手数ですけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○高橋生涯学習スポーツ部長   時間的に、次回の定例会に、協議した結果をここに御報告

させていただいて、また御理解を得られればと思います。 

○名取委員長  ほかに御報告等はございますか。 

○鎌田学校教育部主幹  それでは、私の方から、お手元の方に配付をしております八王子市

立学校保護者負担金等検討会報告書についてということについて御説明いたします。別途、

学校における保護者負担金の軽減に向けてという報告書、全文の入ったものもお配りして

あるかと思いますけれども、そちらにつきましては、概要版の方で説明をさせていただき

ますので、後ほどお時間のあるときに見ていただきたいなと思っております。 

 この検討会につきましては、八王子市内の学校に在籍する児童生徒の保護者負担金等の

軽減を図りまして、契約等の透明性を確保するためにという目的で、これは長期プランの

検討結果の中、報告書の中の１項目として保護者負担の軽減ということがございまして、

その中で検討会の設置というのが盛り込まれておりました。そういったところも受けた中

で、本年の３月に、八王子市立学校保護者負担金等検討会というものを設置したものでご

ざいます。 

 次に、本報告書の検討結果でございますけれども、お手元の方の資料にございますよう

に、全９回の会議を開催いたしまして、５つの項目、修学旅行、制服類、卒業アルバム、

教材類、それから学校における私費契約等の手続、この点について、検討を行ったところ

でございます。 
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 各項目については、概略だけ御説明いたします。 

 まず、修学旅行につきましては、中学校については、これまでも八王子市立学校におけ

る移動教室等のあり方についてという検討結果報告書、並びに今後の移動教室等の指針等

について（通知）というものがございまして、これまでと同様、これをベースに基本的に

踏襲した中で進めていくということになっております。 

 また、それ以外の部分につきましては、極力こういった移動教室、修学旅行等について

は、一括契約化を図ることで軽減に努める。あるいは旅行内容の検討を行って、目的地、

あるいは宿泊地、そういったところの見直しを図って軽減することを図っていくというと

ころが検討結果が出ております。 

 次に、制服類でございますけれども、これは、制服類につきましては、ぜひ皆様方の御

意見、さまざまございましたけれども、標準服としての必要性は肯定しつつもという中で、

裏面にいきますけれども、標準服の価格が適正かつより安価になるような流通システム、

こういったものの改革の実現を目指すべきだということです。 

 それから、それに向かっては、標準服のパターン化といいますか、標準化といったよう

なものを視野に入れて、一括契約できるような仕組みをつくる。 

 それ以外に、経済性、契約の公正性、透明性の確保、これらを図って、保護者が納得す

るような説明ができるシステムづくりを図るという部分での検討結果が出ております。 

 次に、卒業アルバムでございますけれども、これにつきましては、なかなか軽減策は難

しいという御意見が多かった中でございますけれども、適切な業者選定と、あるいはさま

ざまな編集過程であるとか、そういったことも念頭に置きまして、全体の低価格化を図る

ということが検討結果で出ております。 

 ４の教材費でございますけれども、これにつきましては、ものによりましては、専門的、

感覚的な要素の強いものもございますので、そういったものを除いた中で、汎用性があり、

一括契約を行うことで価格が安価になるような物品、そういったものを選択して一括契約

を行っていくということ、そして、その方法としては、単価契約化、こういったことを図

っていくという検討結果となっています。 

 単価契約化の対象物品という中では、今回のところでは、中学校がなかなか専門的な部

分が多い中で、小学校の物品を中心に、一応提示してございます。 

 中学校の教材については、今御説明いたしましたけれども、なかなか専門的な部分があ

りますので、ドリルなどの再販価格の制度、こういったものの研究も含めまして、将来的



 
３３

に一括契約ができるものの選び出し等を図っていきたいというところにとどまっておりま

す。 

 ５番目における私費契約等の手続についてでございますけれども、契約から監査、決算

に至る学校での意思決定のプロセス、それを明確に保護者に対して提示できるような体制

づくりといいますか、それを図っていく。そのための公費契約に準じた形の私費契約とい

うことで、大まかな流れをお示ししてあるところでございますけれども、これらを参考に

して、各学校の取り組み、あるいは教育委員会からのマニュアル等の指示、こういったも

のを図っていきたいと考えております。 

 今回の検討を進めた中でございますけれども、実際にさまざまな御意見あるいは斬新な

お考えもいただいたところですけれども、結果的に私費契約の中で、公費契約になるよう

なものというのがなかなか見出せなかったところも現状としてはございました。そんな中

で、この検討結果の報告書を受けて、各学校で取り組んでいただくとともに、事務局とい

たしましても、各学校に対してこの検討結果を受けた中で、できる限り指導して軽減を図

ってもらいたいというふうに考えております。 

 こちらの報告書の方の概要については以上でございます。 

○名取委員長  ただいま教育総務課の報告は終わりました。 

 本件について、御質疑はございませんか。 

○齋藤委員  どうしても質疑と意見がごちゃまぜになっちゃうところがあるんですが、私は

この検討会の経緯を中Ｐ連の方からいろいろと随時報告をいただいていて、保護者にとっ

ては非常に大きな内容を話し合われている会議だなというふうに非常に興味深く見守って

いたところでございます。 

 それで、今最後のまとめの言葉の中で、各学校の方で努力してもらう、指導していく。

これも当然内容的にはあるとは思うんですけれども、どうしても行政として取り組んでい

かなくては解決できない問題もたくさんあるような気がするんです。ですから、この報告

書を受けて、行政として、ただ報告書ができ上がったからよしではなくて、今後この問題

をどういうふうに具体化していくのか、実行していくのか。この姿勢はしっかり示してい

かないと、この会議は全くむだになってしまう可能性はあるなと。 

 ただ学校側に報告書を提出して、こういう内容になっているから各学校も努力しろとい

うだけでは解決できない問題が山積みしているんではないでしょうか。 

○鎌田学校教育部主幹  ただいまの御質問につきましては、この報告書自体はここに上がっ
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たものでございますけれども、それを受けた中で、これ自体を学校側にお示しする点はご

ざいますけれども、実際に進めるとなれば、このままの形で学校にお示しすればいいとい

うことでは決して考えておりませんので、これらの意見の中で、具体策を検討したものと

して、事務局から各学校については指針あるいはマニュアル化したものについては配付し

て、指導していきたいというふうに考えております。しばらく研究した中での時間はかか

るかと思いますけれども、この報告書の意見につきましては、当然尊重していく中で、ま

す。 

○齋藤委員  例えば、今配られたところですから私もまだ内容を完全に読んでいませんので、

家に帰ってまたじっくり読みたいと思っておりますが、経緯の中で、制服についてなどは

非常におもしろい報告があったんです。いつも細野先生なんかがおっしゃっているように、

教育は文化にも携わるということを考えていったときに、制服などは八王子の業者に限っ

て、八王子の業者につくらせたらどうだなんていう話がこの会議の中で出たというのを報

告で私は聞いているんですけれども、それは非常におもしろいなと思ったんです。 

 学校がそういうのに携わると嫌じゃないですか。そういうのは行政がやっていかなくて

はしようがないと思うんです。できる限り八王子の業者さんにつくってもらった制服を八

王子の生徒たちが着ていく。こういうあたりの指導というのは、こういうものをヒントに

していくことも、行政がやらないと、学校ではとてもできない。私は、そのあたり、それ

がここに書いてあるかどうかわからないんですけれども、おもしろい意見だなというふう

に思いました。 

○鎌田学校教育部主幹  今お話しされた点ですけれども、市内の業者ということに限ったお

話ではなかったのかなと思いますけれども、流通過程の中で、今特定のメーカーさんたち

の流れというのができてしまっている現状がありまして、それだけで価格がある程度一定

化しちゃっている部分も当然あるようです。そういった部分の改革をする中では、通常の

ルート以外の中で、そこまで具体的なものはお示ししませんけれども、デザイン関係であ

るとか、アパレル関係、そういったもので流通ルートを変えるような形で、そういう中に

は、当然市内の業者さんからもあると思います。そういった検討をすべきだという御意見

は出ていたと思います。 

○齋藤委員  意見のまとめとして、ぜひ行政の方でも積極的にこういう問題を真剣に、学校

任せにすることなく、今後これをどういうふうに生かしていくのかという具体的な報告を

随時いただいて、これに向けてこういうようなことを開始したということがわかれば、報
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告をいただきたいと思います。ここで終わらせてしまってはもったいないというふうに思

いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○細野委員  この設置趣旨の中に「保護者負担金等の軽減を図り」と書いていますよね。こ

れは非常に大事なことで、軽減を図るというのは２つの方法がある。１つは、契約の透明

性を確保して、コストを引き下げるというのが１つある。一方で、今齋藤委員がおっしゃ

ったように、コストの面で、難しいのかもしれませんが、給食なんかもそうなんだけれど

も、地産地消、例えば八王子弁当の支給とかがあるかどうかわからないけれども、そうい

うものをなるべく使うということも重要ですよね。そのときには、軽減の仕方として、限

られた予算であるけれども、行政の方から出すということも考えられる。これは齋藤委員

も言った行政の役割だと思う。 

 そういうところで、軽減を図るという場合には、多角的なことで考えていく。単にコス

トを安くするという考え方だけではなくて、出すべきところは出すということも考えなけ

ればいけないのかなと思います。それは、郷土愛なんかを考えると大事だというふうに思

っています。 

○鎌田学校教育部主幹  ただいま細野委員からいただいた御意見につきましては、我々の中

でもそういう単に金額を減らすということではなくて、行政の側で、補助という言葉が正

しいのかどうかわかりませんけれども、カバーしていく。そういったものをもっと積極的

にやるという御意見も出ていますので、確かに財政状況の中で難しい面はありますけれど

も、そこの部分についても検討はしたいと思います。なかなか難しい面があろうかと思い

ます。 

○細野委員  ぜひ縦割りではなくて、産業関係の部署ともお話をすることも必要かもしれま

せん。 

○望月教育総務課長  今取り組んでいる具体例を若干御説明した方がいいかなと思いますけ

れども、修学旅行のところの説明で、移動教室等の指針等についてということで、これも

データはとっていないんですが、教育委員会の実際の取り組みといたしまして、平成１４

年ぐらいから取り組んでいるものは、中学２年生や小学校６年生の移動教室について、行

政の関与という点で言いますと、教育委員会が主導的に、例えば、それぞれの学校が単独

で業者と契約していたという問題を、教育委員会が一括して契約することに賛同する学校

はいないかという形で校長会に呼びかけました。その結果、小学校６年の移動教室はほと

んどの学校が一括契約で、各学校が連合体をつくりまして、業者の入札をして、契約金額、
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相当の軽減を図られました。それから、中学のスキー教室でも、相当の学校が集まって、

一括契約をすることとあわせて姫木平の自然の家を使うという方向に誘導して、そこです

と、それこそ４万５,０００円ぐらいかかった金額が２万円程度で軽減する。 

 昨年度から、一括契約を教育委員会主導で校長会と連携してやっていたんですけれども、

それに合わせて、契約の業者選定とか仕様の見積もりも校長会から委託を受けて、教育委

員会自らがやっているところでございます。そういった取り組みは、これから修学旅行で

すとか、それ以外のものでも研究しながら、できるかどうかということになろうかと思い

ます。移動教室なんかで、教育委員会がやってきた事務をさらにこれから一層前へ進める

ことができないだろうかと、この検討結果を踏まえて研究していくということになろうか

と思います。 

○齋藤委員  今の望月さんの説明に、私も経緯をずっと御厄介になっているので、中学校Ｐ

ＴＡ連合会の会長を私がやらせていただいているときに、実は、修学旅行に今まで補助金

が市から出ていたわけです。だんだん減らされて、私が会長をやっているときに、ついに

打ち切られた形です。八王子市からついに補助金が出なくなった。これがえらくＰＴＡの

方で問題になって、行政的にしようがないのであるならば、財政的にしようがないのであ

るならば、何とかならないのかということで、望月さんにいろいろとお願いしながら、教

育委員会とも話し合いながら、一括契約の方を考えていただいて、それで結果的に一番安

くなれば、その方が結果的には得になるわけですから、そんなお願いをしてきたのが経緯

だと思うんです。 

 ただ、私はあえて全く逆のところでどうしても言っておかなきゃいけないなと思ったん

ですが、それから後、望月さんに非常に努力していただいて、今言ったように、こういう

方式で一括契約的にして、随分安くなったのを聞いたんですが、その一方で、学校の独自

性がなくなってきちゃったなという反省点も出ているみたいです。みんな一括になってい

っちゃうと、うちの学校の独特な修学旅行みたいなものがなくなってきちゃったようなと

ころの反省も出ているというので、何かそこら辺、うまい方法をまた今後、調整は難しい

かもしれないですね。 

 私もさんざんお願いして、望月さんは御苦労してここまで来てくださった経緯はよくわ

かっているんですが、余りその方式にだっといってしまうと、八王子のすべての学校が全

部同じ場所に同じ会社でいくという形になってくると、お金は安くなってきたけれども、

おもしろみがなくなっちゃうということも反面あるのかもしれないということをちょっと
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頭の中に入れながら、うまい方法が私も今ないので、意見だけで申しわけないんですけれ

ども、少し検討していかなきゃならない問題かもしれないなと思っています。 

○小田原委員  関連の話からいくと、修学旅行というのは、場所と旅館と行く期間が同じで

あっても、中身は全然違ってくるわけですから、学校ごとの特徴は幾らでも出せるはずな

んです。行く場所が目的なのか、何を修学だから修めるのかということの問題だろうと思

います。 

 細野さんの話に対して鎌田さんの話というのは、ここは議会ではありませんから、こう

いう答弁をしてもらっては困る答弁なんです。実際に、給食について、地産地消の話とい

うのは以前に出ているんです。具体的にどうやっているか。それを聞かせてほしい。難し

い話だけれども、「検討していきたい」では困るんです。難しい話だけれども、どういう

ことをやって、どうなっていくか。難しくてできないのか。そうしたら、こういう話だっ

てそういうふうになっちゃうことはありませんか。 

○小泉学事課長  給食担当の方で、農協との連携がとれないわけです。それについての検討

はしております。実際にどういう現実的に効果が出ているか、それは、申しわけないんで

すけれども……。 

○小田原委員  だから、やっているかと聞いたときに、答えが出てこなかったら、やってい

るという話にならないわけです。やっていないということではありませんか。だから、そ

んな話は何カ月も前の話だから、今の鎌田さんのような話はしてほしくない。結局、これ

を多分やらないんじゃないか。検討してくださいと言われただけで、ありがとうございま

すと言って、そういう報告書ではないのですか。 

○鎌田学校教育部主幹  取り組みの内容については、各所管課にわたっております。こちら

側で事務局をやっておりますので、それぞれに絡むところについては、それぞれ具体策に

ついて取り組みを進めるようにということで指示して、あるいはこちら側も絡んだ中での

検討をしていきたいというふうに思います。 

○小田原委員  具体的にこの報告を受けて、検討すべきだ、必要だというときに、それをだ

れがどこで、いつ、どういうふうにやるかということを明確に示さなきゃだめなんです。

学校なら学校、行政なら行政、私たちなら私たちが、必要な部分についてどういうふうに

取り組んでいかなきゃいけないかというのは、ちゃんと示すべきです。 

 それから、制服と体操着とかのこういう表が出ているんだけれども、これだけではない

んだよね。修学旅行なんかはどうかというのは示すべきなんです。これは学校選択制の１
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つにもなっていくでしょう。例えば男の子の冬服だって、４,４００円の違いがあるわけ

です。スカートを履かせなかったら９,０００円の差になっているわけでしょう。子供が

１人いれば、また大きいと思います。 

 体操着のところで、把握していないとか、把握できないなんていう、そういう学校の答

弁はあり得ないので、これはおかしい。こういう書き方はまずいんじゃないか。これは一

覧表はもうちょっと精査して出していただければ、きちんとした参考になるんではないで

すか。 

○細野委員  こういう企画はすごくいいんだけれども、要するに行政の縦割りをここで一切

とってもらうきっかけにしてほしいんです。というのは、さっきも制服の話も出たけれど

も、我が市はアパレル産業が多い。そうしたら、流通もよく知っているんです。少子化が

何で起こるか。教育費が高いからでしょう。教育費が高いからなんです。ところが、八王

子に来たら教育費は安くなるよという売りがあれば、どんなに若い世代が来るかというこ

とを考えてほしい。みんな税金なんです。 

 そうしたら、税金をたくさん払ってくれる人が来てくれるというのはまず一つ大事な話

です。そうしたら、税金を必要としている人たちにそれを分け与えることができるんだか

ら。そうしたら、例えば産業の分野なんかはいろいろなことを知っているわけです。そう

いうところの部署とコラボレーションをぜひ図ってほしい。 

 要するに、市長部局と違って、教育委員会は違う形になっているんだから、そうしたら、

ほかのところといろいろなところで協力してもらうということはできますでしょう。ぜひ

これを農業関係の部分とか、サービス、観光の方の部署と連携して、なるべく八王子でち

ゃんとお金が流れるような形にして、むだがないような形にしてということも考えてほし

い。それは、うちは教育委員会だから教育だけを考えていればいいという、そういう時代

ではないです。皆さん、重々御承知だと思うけれども、なお一層ということです。 

○鎌田学校教育部主幹  今貴重な御意見をいただきましたので、極力そういった点でまた、

私どもは精力的に持ちたいと思います。 

○名取委員長  どうもありがとうございました。 

 ほかに何か御報告することはございますか。よろしいですか。 

 以上で公開での審議は終わりますが、委員の方々から、何かございますか。よろしいで

すか。 

 では、ほかにないようであります。それでは、ここで暫時休憩にいたします。 
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【午後３時２９分休憩】 




